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失業等給付の見直し、育児休業期間の延長及び 

職業紹介事業等の機能強化 

― 雇用保険法等の一部を改正する法律案 ― 

 

厚生労働委員会調査室  棱野 佑希 

 

１．はじめに 

 第 193 回国会に提出された「雇用保険法等の一部を改正する法律案」（閣法第３号。以下

「改正案」という。）は、就業促進及び雇用継続を通じた職業の安定を図るため、雇用保険

の基本手当・教育訓練給付金・移転費・育児休業給付金の拡充、失業等給付に係る保険料

率や国庫負担率の引下げ、育児休業期間の延長、職業紹介事業の適正な事業運営を確保す

るための措置の拡充等の措置を講じようとするものである。 

本稿では、雇用保険制度、育児休業制度及び職業紹介等に関する制度の現状及び改正案

の提出の背景を概観した上で、改正案の概要及び主な論点を述べる。 

 

２．法律案提出の背景 

（１）雇用保険制度関係 

 雇用保険制度は、労働者が失業した場合、労働者について雇用の継続が困難となる事由

が生じた場合及び労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に支給される「失業等

給付」1と、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発・向上

等労働者の福祉の増進を図るための「二事業」に区分される2（図表１参照）。 

 最近の雇用情勢については、平成 28 年 12 月の有効求人倍率（季節調整値）は 1.43 倍と

平成３年５月以来の高水準となっているほか、完全失業率（季節調整値）は 3.1％とここ

２年ほど３％台前半の低水準が続いており、着実に改善が進んでいる。雇用情勢の改善に

伴い、失業者に対して支給される基本手当3の受給者実人員は、近年減少傾向にあり、平成

27 年度は 435,563 人となっている4。また、平成 27 年度末の失業等給付の積立金残高は過

去最高の６兆 4,260 億円、雇用保険二事業の雇用安定資金残高は過去最高に近い水準の１

兆 584 億円となっている。  

                                                                                  
1 労働者が失業した場合に生活の安定及び求職活動の援助を図るために支給される求職者給付、失業者が再就

職するのを援助・促進することを主目的とする就職促進給付、労働者の主体的な能力開発を支援するための

教育訓練給付、高齢者や育児・介護を行う者の職業生活の円滑な継続を援助・促進するための雇用継続給付

の４種類がある。 
2 雇用保険を受給できない求職者については、職業訓練を受講する機会を確保するとともに、訓練期間中に給

付金を支給し、ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支

援するための「求職者支援制度」がある。職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律（平

成 23 年法律第 47 号） 
3 基本手当は、求職者の失業中の生活の安定を図りつつ求職活動を容易にすることを目的とし、被保険者であ

った者が離職した場合に、働く意思と能力を有し求職活動を行っているにもかかわらず就職できない場合に

支給される。 
4 直近ピーク時の平成 21 年度は 854,617 人であった。厚生労働省「雇用保険事業年報」 
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図表１ 雇用保険制度の概要 

 

雇
用
保
険

失業等給付

求職者給付

一般求職者給付

基本手当

技能習得手当

寄宿手当

傷病手当

高年齢求職者給付 高年齢求職者給付金

短期雇用特例求職者
給付

特例一時金

日雇労働求職者給付 日雇労働求職者給付金

就職促進給付

就業促進手当
（再就職手当、就業促進定
着手当、就業手当、常用就
職支度手当）

移転費

求職活動支援費
（広域求職活動費、短期訓
練受講費、求職活動関係役
務利用費）

教育訓練給付 教育訓練給付金

雇用継続給付

高年齢雇用継続給付

高年齢雇用継続基本給付金

高年齢再就職給付金

育児休業給付 育児休業給付金

介護休業給付 介護休業給付金

二事業

雇用安定事業

（雇用調整助成金、特定求職者雇用開発助成金、労働移動支援助成金等）

能力開発事業

（キャリア形成促進助成金、職業能力開発施設の設置・運営等）
就職支援法事業

※保険料は労使折半 

※国庫負担 1/2 

（出所）第 115 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.9.5）資料１などを基に作成 

【国庫負担 1/4】 

【国庫負担なし】 

【国庫負担 1/4】

【国庫負担 1/3】

【国庫負担なし】 

【国庫負担なし】 

【国庫負担なし】 

【国庫負担 1/8】

※保険料は労使折半 

※国庫負担あり 

【国庫負担 1/8】

※保険料は 

事業主負担のみ

※国庫負担なし 

※当分の間、国庫負担の額は本来の負担額の 55％に引下げ 

（注）赤字は改正案に関連する部分 
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 平成 20 年秋のリーマンショックを契機とした雇用情勢の悪化を受け、平成 21 年度から

暫定的に、個別延長給付、特定理由離職者の所定給付日数の拡充等が実施されているが、

これらの暫定措置の期限が平成 28 年度末までとなっており、その取扱いについての検討が

求められていた5。また、雇用保険の財政運営については、「未来への投資を実現する経済

対策」（平成 28 年８月２日閣議決定）において、「アベノミクスの成果等により、雇用情勢

が安定的に推移していること等を踏まえ、雇用保険料や国庫負担の時限的な引下げ等につ

いて、必要な検討を経て、成案を得、平成 29 年度（2017 年度）から実現する。」とされた。 

 

（２）育児休業制度関係 

育児休業制度は、子の養育を行う労働者の雇用継続を促進し、職業生活と家庭生活との

両立に寄与することを目的として設けられている。女性の出産後の継続就業率は近年高ま

っているものの、妊娠前に有職である妻のうち、第１子出産後に就業を継続している者は

53.1％にとどまる6。 

一方、女性の就業率7とともに、保育所等利用率8は年々上昇傾向にあり 39.9％となって

おり9、待機児童10数は 23,553 人に上る（平成 28 年４月１日時点）。政府は待機児童解消に

向けた取組11を進めているものの、一部の自治体では保育所等の整備が保育需要の増加に

追いつかず、平成 28 年は前年と比較して待機児童が 386 人増加した12。保育所等を利用で

きず、離職を余儀なくされている労働者が一定数存在することが課題となっている13。 

 このような中で、「未来への投資を実現する経済対策」において、「男女とも仕事と育児

の両立に資するよう、保育所の整備を進めつつ、雇用の継続のために特に必要と認められ

る場合の育児休業期間の延長等を含めた両立支援策について、必要な検討を経て、成案を

得、平成 29 年度（2017 年度）において実現する。」とされた。 

                                                                                  
5 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告（平成 27 年 12 月 25 日）、雇用保険法等の一部を改正する

法律案に対する附帯決議（平成 28 年３月 29 日参議院厚生労働委員会） 
6 第１子出産前の妻の就業率は 72.2％、第１子出産後の妻の就業率は 38.3％である。国立社会保障・人口問題

研究所「『第 15 回出生動向基本調査』結果の概要」（平成 28 年９月 15 日）

<http://www.ipss.go.jp/ps-doukou/j/doukou15/doukou15_gaiyo.asp>（平 29.2.10 最終アクセス） 
7 25～44 歳の女性の就業率は 71.6％である（平成 27 年）。 
8 保育所等利用児童数÷就学前児童数 
9 特に１・２歳児の利用率は上昇傾向にあり、41.1％である。 
10 調査日時点において、市区町村により保育の必要性の認定がされ、保育所等の利用の申込みがされているが、

利用していない者をいう。待機児童数については、国が定めた基準に基づき、各市区町村が個別の状況を踏

まえて把握しているが、市区町村ごとに特定の保育園を希望する者などの取扱いが異なるとの指摘もあるた

め、その調査方法等に関して検討が行われている。 
11 平成 25 年４月に「待機児童解消加速化プラン」を策定し、平成 25 年度から平成 29 年度末までの５年間で

新たに 50 万人分の保育の受け皿を確保することとしている。 
12 待機児童のいる市区町村は、前年から 12 増加して 386 市区町村である。 
13 平成 27 年に実施されたアンケート調査によれば、妊娠・出産前後に退職した理由として、仕事と育児の両

立の難しさを理由に挙げた者が 25.2％を占め、そのうちの 17％が「保育園に子どもを預けられそうもなかっ

た（預けられなかった）」と回答している。三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「平成 27 年度仕事と家

庭の両立支援に関する実態把握のための調査研究事業報告書 労働者アンケート調査結果」（平成 27 年７月） 

また、平成 28 年の「保活」に関する調査によれば、保育施設を利用できなかった場合の対応として「職場復

帰をあきらめ、育児に専念」した者が 8.0％を占める。厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課「『保活』の

実態に関する調査の結果」（平成 28 年７月 28 日） 
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（３）職業紹介等に関する制度関係 

 少子化に伴い生産年齢人口が減少する中、意欲のある労働者がその希望に応じて就労の

機会を得られるよう、外部労働市場においてマッチングを担う、職業紹介事業、労働者派

遣事業、募集情報等提供事業などの雇用仲介事業等の機能強化が求められている。現行の

労働力需給調整システムは図表２のとおりであり、各事業は職業安定法等により個別に規

制されているが、ＩＴ化・グローバル化等の社会経済の変化に伴い、雇用仲介事業等の多

様化が進んでいる。一方、いわゆるブラック企業が社会問題となっている中、求人・募集

時に提示された労働条件と実際の労働条件が異なり求職者等が不利益を被るなどの不適切

な事案が発生しており、求職者等の保護を基本としつつ、雇用仲介事業等の適正な運営を

確保するための取組を強化することが求められている。 

 規制改革実施計画（平成 26 年６月 24 日閣議決定）において、健全な就労マッチングサ

ービスの発展の観点から、職業紹介、求人広告、委託募集、労働者派遣等の有料職業紹介

事業等の規制の見直しについて、平成 26 年度に検討を開始することとされた。これを受け、

平成 27 年３月、厚生労働省に「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会」が設置され、有

料職業紹介事業等に関する制度の整理・統一を含めた必要な見直しについて検討が開始さ

れた。さらに、規制改革実施計画（平成 27 年６月 30 日閣議決定）において、同検討会は

「『雇用仲介事業の規制の再構築』に関する意見」（平成 27 年１月 28 日規制改革会議）に

掲げられた観点14も含めて検討し、平成 28 年夏までに取りまとめを行い、その後、労働政

策審議会において検討を行い、結論を得次第速やかに措置することとされた。同検討会は

平成 28 年６月３日、「雇用仲介事業等の在り方に関する検討会報告書」を取りまとめた15。 

 

３．法律案提出の経緯 

 これらの政府方針等を受け、各制度の見直し等について労働政策審議会において検討が

行われた。検討の結果、雇用保険制度については、職業安定分科会雇用保険部会が平成 28

年 12 月 13 日、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」を取りまとめた。また、

育児休業制度については、雇用均等分科会が同月 12 日、「経済対策を踏まえた仕事と育児

の両立支援について」を取りまとめた。さらに、職業紹介等に関する制度については、職

業安定分科会労働力需給制度部会が同月７日、「職業紹介等に関する制度の改正について

（報告書）」を取りまとめた。労働政策審議会における議論の結果を踏まえ、塩崎厚生労働

大臣は平成 29 年１月５日、「雇用保険法等の一部を改正する法律案要綱」を労働政策審議

会に対して諮問し、労働政策審議会は同月６日、「厚生労働省案は、おおむね妥当と認める」

との答申を行った。この答申を受けて、政府は平成 29 年１月 31 日、「雇用保険法等の一部

を改正する法律案」を閣議決定し、同日、国会に提出した。 

                                                                                  
14 民間雇用仲介事業について、①その役割を積極的に捉え直した法制度へ見直す、②時代の変化に即した柔軟

で横断的なサービスを可能とする法制度へ再構築する、③裁量行政を最小化し、明確な基準に基づいた統一

的な監督指導を確保する、との観点から抜本的で包括的な制度の再構築を図ることが喫緊の課題であるとさ

れた。 
15 雇用仲介事業等に関し、求職者保護の強化策、質の向上・運営の効率化、事業等全体に係る共通ルールの設

定等について提言を行った。 



立法と調査　2017.3　No.386
7

図表２ 現行の労働力需給調整システム及び規制

労働者の募集

文書募集

直接募集

委託募集 委託者の規制

職業紹介

公共職業安定所
（ハローワーク）

有料職業紹介事業 許可

無料職業紹介事業 許可／届出／通知

労働者供給 労働者供給事業 原則禁止

労働者派遣 労働者派遣事業 許可

募集情報等提供 募集情報等提供事業 規制なし

求人者が、労働者になろうと

する者に対し、被用者となる

ことを勧誘すること。

新聞・雑誌等に掲載する広告等に

よる労働者の募集。

文書募集以外の方法で、自ら又は

被用者をして行う労働者の募集。

その被用者以外の者をして労働者

の募集に従事させる形態で行う労

働者の募集。

【例】同じ企業グループに属する他

の企業に委託して労働者募集を行

う場合

求人・求職の申込みを受け、

求人者と求職者との間の雇用

関係の成立をあっせんするこ

と。

職業紹介に関し、対価を徴収して

行う職業紹介事業。

職業紹介に関し、手数料又は報酬

を受けないで行う職業紹介事業。

【例】学校、地方公共団体

供給契約に基づいて労働者を他人

の指揮命令を受けて労働に従事さ

せること。労働者派遣は含まない。

労働組合等が許可を受けた場

合、無料で行うことは可能。

自己の雇用する労働者を、当該雇

用関係の下に、かつ、他人の指揮

命令を受けて、当該他人のために

労働に従事させること。

求人情報・求職者情報の提供を行

うこと。

【例】求人情報サイト、求人情報誌

職
業
安
定
法

労
働
者
派
遣
法

（出所）第 回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（平 ）参考資料１及び労働新聞社編

『職業安定法の実務解説 改訂第４版』（労働新聞社、平成 年）を基に作成

委託者は、報酬を与える場合

は許可、報酬を与えない場合

は届出が必要。

学校は届出、地方公共団体は

通知により行うことが可能。
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４．雇用保険制度の見直しの概要及び主な論点 

（１）失業等給付の拡充 

ア 平成 28 年度末までの暫定措置の見直し 

（ア）現状 

基本手当の所定給付日数16は、離職の理由、離職の日における年齢、被保険者であっ

た期間等によって区分され、一般の離職者は 90～150 日、特定受給資格者17は 90～330

日、障害者等の就職困難者は 150～360 日の範囲で設定されている。 

ただし、平成 20 年秋のリーマンショックを受け、平成 21 年度から①個別延長給付及

び②特定理由離職者18の所定給付日数の拡充の暫定措置が実施されている19（平成 28 年

度末までの暫定措置20）。①個別延長給付は、特定受給資格者又は特定理由離職者（有期

労働契約が更新されなかったために離職した者に限る。）のうち、（ⅰ) 公共職業安定所

長が就職困難であると認めた 45 歳未満の者21、（ⅱ) 公共職業安定所長が就職困難であ

ると認めた、雇用情勢が厳しい地域（指定地域）22に居住する者、（ⅲ）公共職業安定所

長が特に再就職のための支援を計画的に行う必要があると認めた者（個別支援）23のい

ずれかに該当する者について、通常の 90～330 日の所定給付日数を最大 60 日間延長して

基本手当を支給するものである。個別延長給付の初回受給者数は毎年大幅に減少し、平

成 21 年度は 552,676 人であったところ、平成 27 年度は 67,762 人となっている24。②に

ついては、特定理由離職者の基本手当の所定給付日数について、通常は一般の離職者と

同じ所定給付日数（90～150 日）であるところ、暫定的に、特定受給資格者と同じ所定

給付日数（90～330 日）に拡充する措置である。特定理由離職者の初回受給者数も減少

                                                                                  
16 基本手当は、受給期間（離職の日の翌日から起算して原則１年間）中の失業している日について、所定給付

日数を限度として支給される。 
17 解雇や倒産等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた者をいう。 
18 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者（その

者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。）

及び出産等の正当な理由のある自己都合により離職した者をいう。 
19 このほか、常用就職支度手当の支給対象に、安定した職業に就くことが著しく困難と認められ、就職日にお

いて 40 歳未満である者が暫定的に追加されている（省令事項）。常用就職支度手当は、受給資格者（基本手

当の支給残日数が所定給付日数の３分の１未満である者に限る。）等であって、身体障害者その他就職が困難

な者の常用就職を促進するため、これらの者が安定した職業に就いた場合に支給される。 
20 当初は平成 23 年度末までとされていたが、平成 24 年改正により平成 25 年度末まで延長され、平成 26 年改

正により平成 28 年度末まで再延長されている。 
21 省令により、安定した職業に就いた経験が少なく離職又は転職を繰り返していること等が要件とされている。 
22 直近１か月で、有効求職者割合が平成 21 年１月時点の全国の有効求職者割合以上である、有効求人倍率が

平成 21 年１月時点の全国の有効求人倍率以下である、雇用保険の基本受給率が平成 21 年１月時点の全国平

均以上である、という基準のいずれにも該当する地域として厚生労働大臣が指定する地域。平成 26 年改正に

より指定基準が厳格化された。平成 28 年度は８労働局 18 安定所が指定されている。 
23 安定した就業の経験が少なく離転職を繰り返している者、産業構造・労働市場の状況等からみて再就職のた

めにその者が従事していた職種等を転換する必要があり職業に就くことに時間を要する者、このほか、公共

職業安定所の職業指導を受けなければ適切な職業選択を行うことが著しく困難な者である。 
24 厚生労働省「雇用保険事業年報」。なお、全国 47 都道府県労働局に対するアンケート調査では、個別延長給

付の効果が「どちらかというとない」又は「ない」と回答した労働局が９割を占めた。効果がないと考える

理由としては、「求職者は、受給期間終了間際に就職活動を開始する傾向にあり、（中略）就職活動開始時期

を後ろ倒しにしていると思われるため」が多数を占めた。一方、震災等により地域的に求人が減少した場合

や、地域的に本人の希望する業種が少ない場合は効果があるとの回答もあった。第 116 回労働政策審議会職

業安定分科会雇用保険部会（平 28.9.30）資料２ 
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傾向にあり、平成 21 年度は 132,388 人（雇止め 124,838 人、正当な理由 7,550 人）であ

ったところ、平成 27 年度は 69,844 人（雇止め 57,732 人、正当な理由 12,112 人）とな

っている25。 

（イ）改正の内容 

  平成 28 年度末までの暫定措置を終了する一方、特定受給資格者又は省令で定める特定

理由離職者26であって、雇用情勢が厳しい地域27に居住し、かつ、公共職業安定所長が指

導基準28に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると

認めた者に対して、所定給付日数を超えて、基本手当の給付日数を原則 60 日延長して支

給することができることとする（平成 33 年度末までの暫定措置）。また、省令で定める

特定理由離職者29に対する基本手当の支給について、特定受給資格者と同じ所定給付日

数（90～330 日）とする（平成 33 年度末までの暫定措置）。さらに、新たな個別延長給

付として、特定受給資格者又は省令で定める特定理由離職者30であって、災害の被害を

受けたため離職を余儀なくされた者等31に対して、所定給付日数を超えて、基本手当を

原則 60 日（最大 120 日32）延長して支給することができることとする（恒久措置）33。

施行期日は、平成 29 年４月１日である34。 

 

                                                                                  
25 厚生労働省「雇用保険事業年報」。なお、全国 47 都道府県労働局に対するアンケート調査では、雇止めによ

る離職者については、効果が「かなりある」又は「どちらかというとある」と回答した労働局が約６割であ

った。効果があると考える理由としては、「雇止めによる離職は、再就職の準備をする時間的余裕がなく、解

雇・倒産等による離職と同等の求職活動期間が必要であるため」、効果がないと考える理由としては、「求職

者は、受給期間終了間際に就職活動を開始する傾向にあり、（中略）就職活動開始時期を後ろ倒しにしている

と思われるため」が多く挙げられた。また、正当な理由のある自己都合離職者については、効果が「かなり

ある」又は「どちらかというとある」と回答した労働局が約４割であった。効果があると考える理由として

は、「対象となる者は、再就職の緊要度が高い者が多く、給付日数の延長の必要性が高いため」、効果がない

と考える理由としては、「雇用情勢が改善し、早期から再就職活動を行っていれば受給期間内の再就職は十分

に可能であるため」が多く挙げられた。第 116 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.9.30）

資料２ 
26 現行の個別延長給付に係る省令では、有期労働契約が更新されなかったために離職した者に限定されている。 
27 「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」（平成 28 年 12 月 13 日）では「当該地域の求人・求職

活動の実態に合わせた指定要件となるようにすべき」とされている。 
28 現行の個別延長給付における基準を参考に、今後検討される予定である。 
29 「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」（平成 28 年 12 月 13 日）では「雇止めにより離職し、

特定理由離職者として位置づけられた有期契約労働者は減少傾向にあるものの、一定程度存在していること

を踏まえ、暫定的に５年間特定受給資格者として扱うこととすべき」とされている。 
30 脚注 26 参照 
31 現行制度では、被災により失業者が多数発生した場合には、広域延長給付の規定に基づき、給付日数が 90

日分延長されている。広域延長給付とは、失業者が多数発生した地域について厚生労働大臣が必要と認める

とき、当該地域に係る広域職業紹介活動により職業のあっせんを受けることが適当と認められる受給資格者

について、90 日分に限り所定給付日数を超えて基本手当を支給することをいう。ハローワークの管轄区域の

失業率が全国平均の失業率の２倍以上となり、その状態が継続すると認められる場合に、期間を指定してそ

の都度告示される。 
32 激甚災害の被害を受けたため離職を余儀なくされ、厚生労働大臣が指定する地域に居住する者の場合。 
33 このほか、難病等病気の治療を図りながら求職活動をする特定受給資格者又は特定理由離職者、激甚災害の

被害を受けたため離職を余儀なくされ、雇用情勢が厳しい地域に居住する障害者等の場合についても給付日

数を 60 日間延長できることとする。 
34 本改正による失業等給付に係る財政影響額は、給付増として平年度約 50 億円と試算されている。第 120 回

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
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イ 所定給付日数の引上げ 

（ア）現状 

基本手当の所定給付日数は、被保険者であった期間が１年以上５年未満の特定受給資

格者の場合、45 歳未満については 90 日、45 歳以上 60 歳未満については 180 日となって

いる。所定給付日数終了までの就職率をみると、特定受給資格者全体では 53.3％である

のに対し、被保険者であった期間が１年以上５年未満である 30 歳以上 45 歳未満の特定

受給資格者は約 40％と、所定給付日数終了までの就職率が低い。 

（イ）改正の内容 

被保険者であった期間が１年以上５年未満である 30 歳以上 45 歳未満の特定受給資格

者の所定給付日数を、30 歳以上 35 歳未満の者は 120 日、35 歳以上 45 歳未満の者は 150

日に拡充する。施行期日は、平成 29 年４月１日である35。 

ウ 賃金日額の下限額・上限額の引上げ 

（ア）現状 

基本手当日額（１日当たりの支給額）は、賃金日額36に給付率37を乗じて算定される。

賃金日額は下限額と上限額が定められており、それぞれ厚生労働省の「毎月勤労統計調

査」における毎年の平均定期給与額の変化率に応じて自動変更した額を適用している。

平成 28 年８月１日からの下限額は 2,290 円、上限額は年齢区分に応じて 12,740 円～

15,550 円となっている。最低賃金の引上げが図られる一方で、賃金日額の下限額は自動

変更により低下してきた結果、賃金日額の下限額は、平成 28 年度の地域別最低賃金の全

国加重平均額 823 円で週 20 時間就業した場合の賃金日額 2,351 円38を下回っている39。 

（イ）改正の内容 

 直近の賃金分布等を踏まえ、図表３のとおり、賃金日額の下限額と上限額を引き上げ

る40。これにより、基本手当日額は 136 円～395 円増加する。 

図表３ 賃金日額の下限額・上限額の引上げ 
離職時の年齢

30 歳未満 
30 歳以上 

45 歳未満 

45 歳以降 

60 歳未満 

60 歳以上 

65 歳未満 

上限額 13,370 円 

（12,740 円） 

14,850 円 

（14,150 円） 

16,340 円 

（15,550 円） 

15,590 円 

（14,860 円） 

屈折点（給付率が 50％

又は 45％となる点） 

12,090 円 

（11,610 円） 

10,880 円 

（10,460 円） 

屈折点（給付率が 80％

となる点） 
4,920 円（4,580 円） 

下限額 2,460 円（2,290 円） 

 

                                                                                  
35 本改正による失業等給付に係る財政影響額は、給付増として平年度約 70 億円と試算されている。第 120 回

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
36 離職した日の直前の６か月に支払われた賃金の総額を 180 で割った額。 
37 60 歳未満の給付率は 50～80％、60 歳以上 65 歳未満の給付率は 45～80％である。 
38 823 円×20 時間÷７日≒2,351 円 
39 なお、平成 22 年８月に自動改定された賃金日額の下限額が、平成 22 年度最低賃金で就業した場合を下回る

水準となった際には、翌年に法改正を行い、賃金日額の下限額を引き上げた。 
40 下限額については賃金分布下位５％の 1/2、上限額については上位 12.5％を基準として算定される。 

（注）（）内は現在の適用額である（平成 28 年８月～）       （出所）厚生労働省資料を基に作成
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また、各年度、自動変更により算出された下限額が、地域別最低賃金を基に算定した

「最低賃金日額」を下回る場合は、当該最低賃金日額を下限額とする。施行期日は、平

成 29 年８月１日である41。 

エ 教育訓練給付の拡充 

（ア）現状 

教育訓練給付は、被保険者又は被保険者でなくなってから１年以内にある者42が、厚

生労働大臣が指定する教育訓練を受ける場合に、訓練費用の一定割合を給付するもので

あり、一般教育訓練給付43と専門実践教育訓練給付に区分される。専門実践教育訓練給

付は、被保険者であった期間 10 年以上（初回は２年以上）で、当該訓練開始日前 10 年

以内に教育訓練給付金を受給したことがないことを要件とし、教育訓練44に要した費用

の 40％相当額（上限年間 32 万円）が支給される45。平成 26 年 10 月１日に施行され、平

成 27 年度の受給者数は 6,640 人、支給金額は 11 億 5,799 万円であり46、未だ受給者数

が少ない状況にある。一方、受給者に対するアンケート調査によれば、専門実践教育訓

練給付への満足度は高く、給付金の支給が教育訓練の受講につながったケースが多い47。 

専門実践教育訓練を受講する 45 歳未満の若年離職者には、教育訓練支援給付金として、

基本手当の 50％が訓練受講中に支給されている（平成 30 年度末までの暫定措置）48。 

（イ）改正の内容 

専門実践教育訓練給付の給付水準を最大 70％まで引き上げる。これに伴い、教育訓練

に要した費用の 50％相当額（上限年間 40 万円）が支給される予定である（省令事項）49。

                                                                                  
41 本改正による失業等給付に係る財政影響額は、給付増として平年度約 170 億円と試算されている。第 120 回

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
42 このうち、出産・育児等により教育訓練を開始することができない者については、当該事由発生後１か月以

内に申し出ることにより、対象期間を離職後最大４年まで延長することができる。なお、出産・育児等でブ

ランクがあっても再就職を実現できるようにするため、平成 30 年１月から、延長手続の期限が撤廃されると

ともに、対象期間が離職後最大 10 年まで延長される予定である（省令事項）。 
43 一般教育訓練給付は、被保険者であった期間３年以上（初回は１年以上）で、当該訓練開始日前３年以内に

教育訓練給付金を受給したことがないことを要件とし、教育訓練に要した費用の 20％相当額（上限 10 万円）

が支給される。雇用の安定及び就職の促進に資すると認められる教育訓練が対象となり、医療・福祉関係、

事務関係等幅広く指定されており、指定講座数は 10,165 講座である（平成 28 年 10 月１日現在）。平成 27

年度の受給者数は 120,117 人、支給金額は 44 億 3,991 万円である。厚生労働省「雇用保険事業年報」 
44 業務独占資格又は名称独占資格の取得を目標とする養成課程（看護師等）、専修学校の職業実践専門課程、

専門職学位課程（ＭＢＡ等）、大学等の職業実践力育成プログラム、一定レベル以上の情報通信技術に関する

資格取得を目標とする課程が対象訓練であり、指定講座数は 2,243 講座である（平成 28 年 10 月１日現在）。 
45 訓練終了後１年以内に、資格取得し、被保険者として雇用された場合又は雇用されている場合には、当該教

育訓練に要した費用の 20％相当額（上限年間 16 万円）が追加支給される。 
46 厚生労働省「雇用保険事業年報」 
47 専門実践教育訓練給付のキャリア形成への役立ちについて、「大変満足」（63％）又は「おおむね満足」（35％）

と回答した者が大半を占める。また、教育訓練の受講と給付金の関係については、「給付金がなければ経済的

な理由により講座を受講できなかった」者が 31％、「給付金の支給を踏まえ、講座を受講した」者が 39％で

ある。第 117 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.10.17）資料３ 
48 平成 27 年度の受給者数は 4,766 人、支給金額は６億 736 万円である。厚生労働省「雇用保険事業年報」 
49 脚注 45 の追加支給とあわせて、最大 70％相当額が支給される。法改正事項以外に、ＩＴなどの就業者増が

見込まれる分野の講座、子育て女性のための「リカレント教育」の講座及び土日・夜間講座の増設並びに完

全ｅラーニング講座の新設により助成対象講座を多様化すること（指定講座数を 5,000 講座まで増やす）、２

回目以降に専門実践教育訓練給付を受給するために必要な期間を現行 10 年から３年に短縮すること（あわせ

て 10 年間の給付総額は 168 万円を上限とする。省令事項）により、専門実践教育訓練給付の拡充を図る。 
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また、教育訓練支援給付金の給付水準を基本手当の 80％相当額に拡充するとともに、暫

定措置の期限を平成 33 年度末まで延長する。施行期日は、平成 30 年１月１日である50。 

オ 移転費の支給対象の追加 

（ア）現状 

  受給資格者が公共職業安定所（以下「ハローワーク」という。）の紹介した職業に就く

ため、又は公共職業訓練等を受講するため、住所又は居所を変更する必要がある場合51、

移転費として、受給資格者本人とその家族の移転に要する交通費・移転料52・着後手当53

が支給される。ＵＩＪターンを希望する者の就職促進の観点からは住居移転を伴う就職

も積極的に支援する必要があるが、移転費の平成 27 年度の支給人員は 612 人、支給額は

7,866 万円である54。 

（イ）改正の内容 

  ハローワークと職業紹介事業者・特定地方公共団体55が連携して広域にわたる職業紹

介を進めるため、移転費の支給対象者に、職業紹介事業者56若しくは特定地方公共団体

による紹介により就職した者を追加する57。施行期日は、平成 30 年１月１日である58。 

 

（２）失業等給付に係る保険料率及び国庫負担率の時限的引下げ 

ア 現状 

雇用保険料率は、失業等給付に係る保険料率と雇用保険二事業に係る保険料率59に分

かれる。平成 28 年改正60により、一般の事業61の失業等給付に係る保険料率は原則

12/1000（労使折半）とされているが62、雇用保険の積立金残高が一定水準を超えている

ことから、弾力条項63の規定に基づき、平成 28 年度の実際の保険料率は 8/1000 となっ

ている。この保険料率は、弾力条項により厚生労働大臣が変更することができる範囲

                                                                                  
50 本改正による失業等給付に係る財政影響額は、給付増として平年度最大約 100 億円と試算されている。第

120 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
51 通勤（所）時間が往復４時間以上である場合等の支給要件がある。 
52 移転の距離により 93,000 円～282,000 円が支給される。なお、親族が随伴しない場合はその半額である。 
53 平成 29 年１月から着後手当の額が２倍以上引き上げられ、親族を随伴する場合、76,000 円（移動距離 100km

未満）又は 95,000 円（同 100km 以上）が支給される。なお、親族を随伴しない場合はその半額である。 
54 平成 26 年度の支給人員が 396 人、支給額が 4,760 万円であったのに対し、平成 27 年度は大幅に増加した。

厚生労働省「雇用保険事業年報」 
55 無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいう。 
56 求職者の保護や適正な給付の確保の観点から、業務停止命令又は改善命令を受けている職業紹介事業者は対

象から除外される予定である。 
57 あわせて、広域での求職活動を促進し、早期の再就職を実現する観点から、給付制限期間内であっても支給

することを予定している（省令事項）。 
58 本改正による失業等給付に係る財政影響額は、給付増として平年度約 0.5 億円と試算されている。第 120 回

労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
59 一般の事業の雇用保険二事業に係る保険料率は原則 3.5/1000（事業主負担）とされているが、雇用安定資

金残高が一定水準を超えていることから、弾力条項の規定に基づき、平成 28 年度の保険料率は 3/1000 とな

っており、平成 29 年度も 3/1000 となる予定である（告示事項）。 
60 雇用保険法等の一部を改正する法律（平成 28 年法律第 17 号） 
61 雇用保険料率は、一般の事業、農林水産・清酒製造の事業、建設の事業の別に定められている。 
62 農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業の失業等給付に係る保険料率は原則 14/1000 とされている。 
63 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号）の規定に基づき、財政状況に照らして一

定の要件を満たす場合には、雇用保険料率を厚生労働大臣が変更できるとされている。 
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（8/1000～16/1000）の下限値であるため、これを超える引下げには法改正が必要となる。 

  失業等給付に係る費用については、労使が拠出する保険料のほか、国庫もその一部を

負担している64。国庫負担率は、平成 19 年度から当分の間、雇用保険法本則で規定され

た額の 55％に引き下げられており（法附則第 13 条）65、法附則第 15 条において、国庫

負担について「引き続き検討を行い、できるだけ速やかに、安定した財源を確保した上

で附則第 13 条に規定する国庫負担に関する暫定措置を廃止するものとする」と規定され

ている。この点、平成 27 年雇用保険部会報告書66、参議院厚生労働委員会の附帯決議67等

においても暫定措置の廃止が求められていた。一方、前述のとおり、「未来への投資を実

現する経済対策」においては、雇用保険料及び国庫負担の時限的な引下げについて、必

要な検討を経て平成 29 年度から実現することが求められている。 

イ 改正の内容 

  労働保険徴収法68を改正し、平成 29 年度から平成 31 年度の３年間に限り、一般の事

業の失業等給付に係る保険料率を原則 10/1000 に引き下げる69とともに、弾力条項によ

り厚生労働大臣が変更することができる保険料率の範囲を変更する（6/1000～14/1000）。

この結果、弾力条項の規定に基づき、平成 29 年度の保険料率は 6/1000 となる予定であ

る（告示事項）。 

  また、同じ期間、失業等給付に係る国庫負担率を、本来負担すべき額の 10％に引き下

げる70。これにより、一般求職者給付（基本手当等）に係る国庫負担率については、費

用の 25％（４分の１）と雇用保険法本則で規定され、暫定的に 13.75％に引き下げられ

ているところ、平成 29 年度から平成 31 年度まで各年度 2.5％となる。 

 

（３）雇用保険二事業に係る生産性向上についての法制的対応 

ア 現状 

雇用保険二事業は、雇用安定事業と能力開発事業に区分される。雇用安定事業は、被

保険者等に関し失業の予防を図るとともに、雇用状態の是正、雇用機会の増大等雇用の

安定を図るための事業である。能力開発事業は、職業訓練施設の整備、労働者の教育訓

練受講の援助など、職業生活の全期間を通じた労働者の能力開発・向上を図るための事

業である。 

 

                                                                                  
64 雇用保険の保険事故である失業については、政府の経済対策・雇用対策とも関係が深く、政府もその責任の

一端を担うとの考え方に基づく。 
65 雇用保険法等の一部を改正する法律（平成 19 年法律第 30 号） 
66 労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告（平成 27 年 12 月 25 日）では、求職者支援制度に係る財

源を含め、雇用保険法附則第 15 条の規定に基づく措置を講ずるべきであるとされた。 
67 雇用保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（平成 28 年３月 29 日参議院厚生労働委員会）では

「政府の責任として、雇用保険法附則第 15 条の規定に基づき雇用保険の国庫負担に関する暫定措置を早期に

廃止し、本則に戻すこと。」とされた。 
68 労働保険の保険料の徴収等に関する法律（昭和 44 年法律第 84 号） 
69 農林水産・清酒製造の事業及び建設の事業の失業等給付に係る保険料率は原則 12/1000 に引き下げられる。 
70 求職者支援制度の国庫負担率についても本来負担すべき額の 10％に引き下げる。本則上は 50％（２分の１）

で、暫定的に 27.5％に引き下げられているところ、平成 29 年度から平成 31 年度の間は５％となる。 
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イ 改正の内容 

雇用保険二事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資する

ものとなるよう留意しつつ行われるものであることを法律上明記する。平成 29 年度から、

労働関係助成金において、生産性の向上を図る企業に対して助成の割増等を行う「生産

性要件」が設定される予定である71。 

 

（４）主な論点 

雇用情勢が改善している中、基本手当については平成 28 年度末までの暫定措置を終了し

て重点化が図られる一方、労働者の生産性向上につなげるため、教育訓練給付の拡充が行

われる。この点、雇用保険部会では労働者側から、本改正は求職者給付と教育訓練給付の

バランスを失しているとの意見が出されており72、雇用情勢等を勘案した上で、今回の給

付内容の見直しの効果について検証が求められる。 

 失業等給付に係る保険料率の引下げについては、労使それぞれ約 1,750 億円の負担軽減

が見込まれ73、個人消費や企業の設備投資及び賃上げを後押しすることが期待されている74。

また、国庫負担率の引下げは、国庫負担額が平年度約 1,100 億円減になると試算され、子

育て・介護の環境整備等に活用される75。国庫負担については、従来、財政制度等審議会

等でその停止が議論されている一方76、労使がこれに強く反対する状況が続いている。今

般の見直しに当たっても、雇用保険部会では労使双方から、国庫負担は政府の経済対策・

雇用対策への責任を示すものであり、積立金が多いことだけを理由に国庫負担率を引き下

げるべきではないとの意見が改めて主張された。今回の改正により、平成 31 年度の積立金

残高は失業等給付費の２倍程度の約 4.1 兆円まで減少すると見込まれているが77、財政運

営は給付内容等の議論の前提となるものであり、平成 32 年度以降の動向が注目される78。 

雇用保険二事業の労働関係助成金については、支給要件の厳格化や不正受給対策の強化

の必要性が指摘されており、引き続き支給状況の精査が求められる。 

 

５．育児休業制度の見直しの概要及び主な論点 

（１）現状 

労働者は、原則として子が出生した日から子が１歳に達する日（誕生日の前日）までの

                                                                                  
71 生産性要件になじまない障害者職場定着支援奨励金等は除外される予定である。なお、キャリアアップ助成

金、業務改善助成金及び労働移動支援助成金については、平成 28 年度第２次補正予算で対応されている。 
72 労働者側からは、特定理由離職者に係る暫定措置を恒久化し、教育訓練給付の拡充を暫定措置とすべきであ

るとの意見が出された。 
73 第 120 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
74 『日本経済新聞』（平 28.11.29）、『朝日新聞』（平 28.12.3） 
75 「未来への投資を実現する経済対策」 
76 財政健全化計画等に関する建議（平成 27 年６月１日財政制度等審議会）では、当面の措置として雇用保険

への国庫負担を停止すべきであるとされている。 
77 第 120 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
78 「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告」（平成 28 年 12 月 13 日）では、積立金の水準について

「今般の３年間限定の雇用保険料率引下げの結果、弾力倍率は２倍程度となることが見込まれており、過去

の財政状況を鑑みれば、これを１つの目安として今後も考えていくべき」とされている。 
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間で事業主に対し申し出た期間、育児休業をすることができる79。さらに、子が１歳に達

した後の期間について休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合には、

子が１歳６か月に達する日まで育児休業をすることができる。雇用の継続のために特に必

要と認められる場合とは、保育所等における保育の利用を希望し、申込みを行っているが、

１歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合等をいう80。 

労働者が育児休業を取得しやすくし、職業生活の円滑な継続を援助・促進するため、雇

用保険において、１歳（雇用の継続のために特に必要と認められる場合には１歳６か月）

未満の子を養育するため育児休業をした被保険者81に対し、育児休業給付が支給される82。

支給額は、育児休業開始から６月までは休業開始前賃金の 67％相当額、それ以降は休業開

始前賃金の 50％相当額である83。 

 なお、平成 27 年度の育児休業取得率は、男性は 2.65％、女性は 81.5％であり84、男性

の育児休業取得率が極めて低い。男性・正社員が育児休業を取得しなかった理由としては、

「職場が育児休業を取得しづらい雰囲気だったから」（26.6％）、「会社で育児休業制度が整

備されていなかったから」（26.0％）が多く挙げられている。また、男性・正社員は、育児

を目的とした休業として年次有給休暇制度を利用する割合が 39.0％と最も多い85。 

 

（２）改正の内容86 

ア 育児休業期間の延長 

原則１歳までの育児休業を６か月延長しても保育所に入所できない場合等87に限り、

                                                                                  
79 期間を定めて雇用される者については、①同一の事業主に引き続き１年以上雇用されていること、②子が１

歳６か月になる日の前日までに、労働契約（更新される場合には更新後の契約）の期間が満了することが明

らかでないことを要件とする（平成 29 年１月１日施行）。 
80 なお、保育所への入所が一般的に年度初めであることを踏まえると、例えば平成 27 年７月生まれの子ども

の場合、１歳６か月（平成 29 年１月）まで育児休業を延長しても平成 29 年３月末には到達しないため、平

成 29 年１～３月については、保育所等を利用できず、かつ育児休業も取得することができない期間となる。

この場合、育児休業を切り上げて８か月（平成 28 年３月末）で保育所等を利用することを選択している者が

多いと想定される。 
81 休業開始前２年間にみなし被保険者期間（賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上ある月）が 12 月以上あ

ることを要件とする。 
82 平成 27 年度の初回受給者数は 303,143 人（男性 7,731 人、女性 295,412 人）であり、平均給付期間は 10.1

月（男性 3.2 月、女性 10.3 月）である。 
83 原則 40％のところ、当分の間の暫定措置として給付率が引き上げられている。育児休業給付は、平成７年

４月の制度創設以降、少子化対策等のため給付率の引上げが行われてきた。平成 27 年度の平均受給月額は

134,907 円（男性 185,782 円、女性 134,498 円）である。 
84 厚生労働省「平成 27 年度雇用均等基本調査」 
85 三菱ＵＦＪリサーチ＆コンサルティング「平成 27 年度仕事と家庭の両立支援に関する実態把握のための調

査研究事業報告書 労働者アンケート調査結果」（平成 27 年７月） 
86 「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援について」（平成 28 年 12 月 12 日労働政策審議会雇用均等分科

会）では「施行２年後を目途に調査した上で分析し（中略）必要に応じて見直すことが望ましい」とされて

いる。 
87 改正案では「休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合として厚生労働省令で定める場

合」と規定されており、詳細は今後検討される予定である。「経済対策を踏まえた仕事と育児の両立支援につ

いて」（平成 28 年 12 月 12 日労働政策審議会雇用均等分科会）では、特に１歳６か月以降の延長については

「必要性を見極めることが望ましい」とされている。 
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さらに６か月（２歳に達する日まで）の再延長を可能にする88。これに合わせ、育児休

業給付の支給期間を延長する89。施行期日は、平成 29 年 10 月１日である。 

イ 育児休業期間制度等の個別周知 

  事業主は、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知ったとき、又は労働者が

対象家族を介護していることを知ったとき、当該労働者に対し、個別に育児休業及び介

護休業に関する定めの周知に努めなければならないこととする。施行期日は、平成 29

年 10 月１日である。 

ウ 育児目的休暇の新設 

  事業主は、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者が、育児に関する目

的で利用することができる休暇（育児目的休暇）90制度を与えるための措置を講ずるよ

う努めなければならないこととする。施行期日は、平成 29 年 10 月１日である。 

 

（３）主な論点 

育児休業期間の再延長は、待機児童が多く見られる都市部を中心として91、子どもを養

育する労働者の離職防止につながることが期待される。また、保育所の入所時期を遅らせ

る者が増加し、保育士の配置基準が手厚い０歳児保育92の需要を減らし、保育所の保育士

確保及び人件費の負担が軽減されるとの指摘もある93。 

一方、今回の措置はあくまで緊急的なセーフティネットであり、労働者が希望する時期

に職場復帰できるよう、保育所等の整備を一層進めることが前提とされている。男性の育

児休業取得が依然として進まない中、育児休業取得が女性に偏る現状を助長して女性活躍

促進の流れに逆行しないよう、また、休業期間の長期化により女性のキャリア形成が阻害

されないよう、男性の育児休業取得の促進94や、育児休業取得前から職場復帰後まで労働

者をサポートする体制95がより重要となろう96。 

 

６．職業紹介等に関する制度の見直しの概要及び主な論点 

 労働者の募集及び職業紹介は図表４のとおり区別される。 

                                                                                  
88 育児休業給付の支給状況や労働者アンケート調査結果を踏まえ、育児休業期間を再延長する者は最大３万人

と見込まれている。 
89 本改正による失業等給付に係る財政影響額は、給付増として平年度最大約 420 億円と試算されている。第

120 回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会（平 28.12.2）資料１ 
90 子の看護休暇、介護休暇、年次有給休暇を除き、出産後の養育について出産前に準備することができる休暇

を含む。 
91 待機児童については、全国の市区町村のうち約８割の市区町村においてゼロである一方、首都圏・近畿圏の

都市部に多く見られる状況にある（平成 28 年４月１日時点）。 
92 保育士の配置数は、乳児おおむね３人につき１人以上、満１歳以上満３歳に満たない幼児おおむね６人につ

き１人とされている。 
93 『日本経済新聞』（平 28.10.15） 
94 雇用均等分科会では、父母がともに育児休業を取得する場合、育児休業取得可能期間を子が１歳から１歳２

か月に達するまでに延長する「パパ・ママ育休プラス」の周知の徹底も必要であるとされた。 
95 労働者の能力開発支援、ハラスメント防止など。 
96 雇用均等分科会では使用者側から、育児休業期間の再延長は、恒常的に人手不足である中小企業にとって労

務管理上大きな負担となるとの懸念も示された。 
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図表４ 労働者の募集及び職業紹介の例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）職業紹介における求人の不受理 

ア 現状 

ハローワーク、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、原則として全ての求人申込

みを受理しなければならない97。なお、平成 27 年に成立した若者雇用促進法98により、

新卒者向け求人については、その求人者が一定の労働関係法令違反を行ったとき99、ハ

ローワークは一定期間100その求人の申込みを受理しないことができる101。この点、参議

院厚生労働委員会の附帯決議102において、同法の施行状況を踏まえ、不受理とする求人

者の範囲及び不受理の対象となる求人の範囲の拡大を検討することが求められていた。 

 

                                                                                  
97 ただし、その申込みの内容が法令に違反するとき、その申込みの内容である賃金・労働時間等の労働条件が

通常の労働条件と比べて著しく不適当であると認めるとき等は、その申込みを受理しないことができる。 
98 青少年の雇用の促進等に関する法律（昭和 45 年法律第 98 号） 
99 賃金・労働時間等に関する労働基準法等違反について１年間に２回以上是正勧告を受けている場合、マタハ

ラ・セクハラ等に関する男女雇用機会均等法等違反の是正勧告に従わず公表された場合など。 
100 法違反是正後６か月経過するまでの期間等。 
101 新卒一括採用の慣行の中で、新卒採用時のトラブルは、職業生活に長期的な影響を及ぼすことが懸念され

るため。なお、新卒者の就職活動はハローワーク以外を活用する場合が多いため、若者雇用促進法に基づく

指針により、特定地方公共団体及び職業紹介事業者においても、若者雇用促進法に基づきハローワークが不

受理とすることができる求人者からの新卒者向け求人は取り扱わないよう職業紹介事業の取扱職種の範囲等

の届出を行うことが望ましいとされている。 
102 勤労青少年福祉法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議（平成 27 年４月 16 日参議院厚生労働委員

会） 

（出所）第 243 回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（平 28.9.15）参考資料１を基に作成 
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イ 改正の内容 

ハローワーク、特定地方公共団体及び職業紹介事業者は、求人者が、一定の労働関係

法令違反を行った場合103、暴力団員である場合等には、その求人の申込みを受理しない

ことができることとする。また、不受理の対象となるか否かを確認するため、当該求人

者に報告を求めることができ、求人者は正当な理由がない限り、その求めに応じなけれ

ばならない。施行期日は、公布の日から起算して３年を超えない範囲内において政令で

定める日である。 

 

（２）職業紹介事業者に関する情報提供等 

ア 現状 

民営職業紹介経由の入職者数は、平成 12 年に約 5.4 万人であったところ、平成 26 年

には約 26.3 万人と大幅に増加している。また、有料職業紹介事業所数も増加しており、

平成 12 年に 4,675 であったところ、平成 26 年度は 17,893 となっている。 

 民間職業紹介事業者に対しては、求職者からは「職種や条件などの希望に沿った紹介

先を紹介してほしい」、求人者からは「経験やスキルなどの条件に合った求職者を紹介し

てほしい」との要望が強く104、マッチングの更なる機能強化が求められている。また、

民間職業紹介事業者とハローワークにはそれぞれの役割と強みがあるため105、官民協働

により外部労働市場のマッチング機能を強化することが必要とされている。 

イ 改正の内容 

民間職業紹介事業者に対し、職業紹介により就職した者の数、職業紹介により就職し

た無期雇用労働者のうち離職した者106の数、手数料等に関する情報の提供107を義務付け

る108。施行期日は、平成 30 年１月１日である。 

また、ハローワークは、求職者又は求人者に対し、特定地方公共団体又は職業紹介事

業者109の業務情報110を提供することとする111。施行期日は、平成 29 年４月１日である。 

このほか、職業紹介事業者に係る欠格事由について、労働者派遣事業に係る欠格事由

と同様に、社会・労働関係法令違反で罰金刑に処された者等を追加する112（平成 29 年４

                                                                                  
103 詳細は、若者雇用促進法に基づく取扱いを参考に、政省令で規定される予定である。 
104 第 243 回労働政策審議会職業安定分科会労働力需給制度部会（平 28.9.15）参考資料２ 
105 求職者の内訳をみると、民間職業紹介事業者は在職者、ホワイトカラーが中心であり、ハローワークは離

職者が中心で、就職困難者も多く利用している。 
106 省令により、就職から６月以内に離職した者に限定される予定である。 
107 省令等により、厚生労働省の「人材サービス総合サイト」への掲載とともに、各事業者のホームページで

の情報提供が求められる予定である。 
108 届出のみで無料職業紹介を行うことができる学校等については努力義務とする。また、特定地方公共団体

は義務を負わない。 
109 業務停止命令又は改善命令を受けている職業紹介事業者は除外される予定である。 
110 民間職業紹介事業者に提供が義務付けられる情報（前述）のほか、職業紹介により就職した者のうち雇用

保険の移転費の受給者の数等に係る情報を含む。 
111 省令により、ハローワークは、当該特定地方公共団体又は職業紹介事業者が提供を求める情報について提

供することとすると規定される予定である。 
112 有料職業紹介事業者の約６割は労働者派遣事業も実施している（第 243 回労働政策審議会職業安定分科会

労働力需給制度部会（平 28.9.15）参考資料２）が、現行制度では職業紹介事業と労働者派遣事業の欠格事

由が異なり、これを横並びにするため。 
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月１日施行）。また、職業紹介事業者が選任する職業紹介責任者113について、他の従業員

に対する職業紹介の適正な遂行に必要な教育を行わせるとともに、省令で定める基準114

に適合する者のうちから選任しなければならないこととする（平成 30 年１月１日施行）。 

 

（３）求人者への指導監督 

ア 現状 

労働者の募集について、募集主は、当該募集に係る従事すべき業務の内容及び賃金・

労働時間等の労働条件115を書面の交付等により明示しなければならず、広告等により募

集を行う場合、募集に応じようとする労働者に誤解を生じさせることのないように平易

な表現を用いる等その的確な表示に努めなければならない。また、虚偽の広告をなし、

又は虚偽の条件を提示した募集主は、６月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処される。 

一方、求人については、求人者は、求人の申込みに当たり、ハローワーク、特定地方

公共団体又は職業紹介事業者に対し、求職者が従事すべき業務の内容及び賃金・労働時

間等の労働条件116を書面の交付等により明示しなければならないとされているが、その

求人が虚偽の内容であっても、求人者に対する罰則は設けられていない117。 

イ 改正の内容 

  虚偽の労働条件を提示してハローワーク又は職業紹介を行う者に対し求人の申込みを

行った求人者を、６月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処す。また、厚生労働大臣に

よる指導及び助言、厚生労働大臣に対する申告並びに行政庁による報告徴収及び立入検

査の対象に求人者を追加するとともに、厚生労働大臣は求人者が労働条件の明示義務に

違反した場合等に勧告（従わない場合は公表）することができることとし、指導監督の

規定を整備する。施行期日は、平成 30 年１月１日である。 

  

（４）募集情報等提供事業に係る規定の整備 

ア 現状 

近年、求人情報サイトや求人情報誌で労働者の募集情報の提供を行う募集情報等提供

事業が広まっているが、募集情報等提供事業は、情報を提供するのみで、雇用関係の成

立のあっせんを行わないため、職業紹介のような法規制がない。一方、事業の多様化が

進む中、職業紹介事業と募集情報等提供事業の区分は曖昧となっており、その区分基準

                                                                                  
113 職業紹介事業者は、事業所ごとに専属の職業紹介責任者を選任しなければならない。職業紹介責任者は、

求人者・求職者からの苦情の処理、個人情報の管理等について統括管理を行う。 
114 基準として、過去５年以内に職業紹介責任者講習を修了していることが規定される予定である。現在、職

業紹介責任者講習は、職業紹介事業所における事業運営の適正化に資するよう、民営職業紹介事業制度の概

要、職業安定法及び関係法令、具体的な事業運営等を内容とし、職業紹介責任者は講習会を受講しなければ

ならないとされている。今後、講習内容に労働関係法令等の改正の動向、他の従業員に対する教育方法等を

追加するとともに、理解度の確認のための試験に合格することが講習修了の要件とされる予定である。 
115 省令により、労働契約の期間、就業の場所、休憩時間及び休日、賃金額、社会保険・労働保険の適用等が

規定されている。 
116 脚注 115 参照 
117 ハローワーク、特定地方公共団体又は職業紹介事業者が虚偽の条件を提示した場合は、６月以下の懲役又

は 30 万円以下の罰金に処される。 
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は局長通達118により定められている119。 

イ 改正の内容 

募集情報等提供を、募集主等の依頼を受け、募集情報を労働者となろうとする者に提

供すること、又は、労働者となろうとする者の依頼を受け、当該者に関する情報を募集

主等に提供することと定義する。また、募集情報等提供事業者は、その業務の改善向上

を図るために「必要な措置」を講ずるよう努めなければならないこととするとともに、

「必要な措置」の具体的な内容を示すための厚生労働大臣指針の根拠規定を整備する。

大臣指針においては、募集情報等提供事業者が講ずべき措置として、業務運営に関する

事項120及び提供する募集情報の適正化に関する事項121が規定される予定である。さらに、

厚生労働大臣による指導及び助言並びに行政庁による報告徴収の対象に募集情報等提供

事業者を追加する122。施行期日は、平成 30 年１月１日である。 

 

（５）労働契約締結前の労働条件等の明示 

ア 現状 

ハローワーク、特定地方公共団体及び職業紹介事業者並びに募集主は、それぞれ、求

職者又は募集に応じて労働者になろうとする者に対し、その者が従事すべき業務の内容

及び賃金・労働時間等の労働条件を明示しなければならず、求人者は、ハローワーク、

特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、それぞれ、求職者が従事すべき業務の内

容及び賃金・労働時間等の労働条件を明示しなければならない。また、労働契約の締結

に際し、使用者は、労働者に対して賃金・労働時間等の労働条件を明示しなければなら

ない（図表５参照）。 

一般的に、求人・募集時に提示された労働条件と実際の労働条件が相違ないことが期

待されるが、求人者又は募集主と求職者又は募集に応じて労働者になろうとする者の交

渉により、求人・募集時に提示された労働条件と異なる労働契約を締結することは可能

である。一方、求人・募集時に提示された労働条件と実際の労働条件が異なることに起

                                                                                  
118 民間企業が行うインターネットによる求人情報・求職者情報提供と職業紹介との区分に関する基準につい

て（平成 12 年７月 27 日付け職発第 512 号都道府県労働局長あて労働省職業安定局長通知）。募集情報等提供

事業者が、提供情報の内容等を自らの判断により選別・加工した場合、自ら積極的に求職者又は求人者に対

し連絡を行う場合等は職業紹介に該当するとされている。 
119「職業紹介等に関する制度の改正について（報告書）」（平成 28 年 12 月７日労働政策審議会職業安定分科会

労働力需給制度部会）では、区分基準の基本的な考え方を職業安定法に基づく指針に規定することが適当で

あるとされている。 
120 苦情処理体制の整備、個人情報の適正な管理など。 
121 募集情報が実際の労働条件と相違するおそれがある場合、募集主に状況を確認するとともに、相違してい

ることが判明した場合には情報の変更を依頼するなど適切に対応すること等。 
122 このほか、募集主は募集内容の的確な表示のため募集情報等提供事業者に対し必要な協力を求めるように

努めなければならないこととするとともに、募集情報等提供事業者は提供する情報が的確に表示されたもの

となるよう募集主に対し必要な協力を行うように努めなければならないこととする。 
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因したトラブルが発生している123。 

図表５ 明示された労働条件と就業実態の相違に係る現行ルール 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

イ 改正の内容 

求人者及び募集主は、それぞれ、求職者又は募集に応じて労働者になろうとする者と

労働契約を締結しようとする際に、求人・募集時に明示された労働条件等を変更する場

合等124は、労働契約の相手方となろうとする者に対し、変更する労働条件等を明示125し

なければならないこととする126。施行期日は、平成 30 年１月１日である。 

 

（６）主な論点 

外部労働市場のマッチング機能を強化するため、ハローワークと民間職業紹介事業者が

                                                                                  
123 ハローワークの求人については、平成 27 年度、求人票の記載内容と実際の労働条件の相違に係る申出等が

10,937 件あり、このうち「求人票の内容が実際と異なる」ものが 36％を占める。内容は、賃金（24％）や就

業時間（19％）に関するものが多い。なお、ハローワークの求人に関する申出等は、全国のハローワークの

ほか、平成 26 年３月に開設された「ハローワーク求人ホットライン」において受け付けている。また、ハロ

ーワークにおいては、求職者から相談がある等、求人内容と実態が相違する事例が生じた場合には、求人者

に対して求人票の記載内容を再確認するとともに、必要に応じ、事業所を訪問すること等により実態の把握

（事実確認）を行い、相違していることが確認された場合には、是正指導を実施している。また、法違反の

おそれがある場合には、求人の紹介保留や取消しを実施する場合もある。さらに、平成 27 年 12 月から、求

人票の労働条件と採用条件の相違について具体的変更点及び変更理由を確認している。 

 求人広告については、募集情報等提供事業者のうち約半数が過去１年間に求職者から苦情を受け、その約７

割の事業者が「掲載された求人情報の内容が実際と異なっていた」との苦情を受けている。独立行政法人労

働政策研究・研修機構「求人情報・求職情報関連事業の実態－求人情報・求職情報関連事業に関する調査結

果から－」（平成 28 年５月） 
124 省令により、求人・募集時に明示された労働条件の範囲内において労働条件を特定する場合、求人・募集

時に明示された労働条件に含まれていない労働条件を追加する場合が規定される予定である。 
125 明示が必要な事項や明示の方法は、求人・募集時の明示と同様に規定される予定である（省令事項）。 
126 求人者及び募集主は、求人・募集時に明示した労働条件の内容を保存しなければならないこととされる予

定である（省令事項）。 

 

・労働条件を明示しなければならない

（職業安定法第５条の３） 

・明示する労働条件は、虚偽又は誇大

な内容としないよう配慮する等（大臣

指針） 

以下、募集の場合 

・的確な表示に努めなければならない

（同法第 42 条） 

・虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件

を提示した場合、６月以下の懲役又は

30 万円以下の罰金（同法第 65 条第８

号） 

求人・募集時 
 

・労働条件を明示しなければならない

（労働基準法第 15 条第１項） 

→違反した場合、30 万円以下の罰金

（同法第 120 条第１項） 

労働契約締結時 就業実態 

①段階 ②段階 

①段階 

・労働条件の変更の可能性がある場合、その旨併せて明示す

るよう配慮する（大臣指針） 

・労働条件が変更になったとき、速やかに知らせるよう配慮

する（大臣指針） 

②段階 

・明示された労働条件が事実と異なる場合、即時に労働契約

を解除可能（労働基準法第 15 条第２項） 

・労働条件の変更には労使の合意が必要（労働契約法第８条）

 （出所）第 58 回労働政策審議会職業安定分科会雇用対策基本問題部会（平 26.12.5）資料 1-2 を基に作成 
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それぞれの強みを活用して連携を強化することが求められている。ハローワークの業務に

ついては、民間事業者への委託をめぐり賛否が分かれており、両者の役割分担については

今後も検討課題となろう。 

労働関係法令違反を繰り返す求人者等の求人の不受理は、求職者保護が期待されるが、

特に民間職業紹介事業者は、不受理の対象となるか否かを把握することが困難であり、職

業紹介事業者が行政に確認する仕組み作りや、積極的に当該求人者に対し報告を求める環

境整備が重要となる127。 

求人者への指導監督の強化は、求人時に提示された労働条件と実際の労働条件が異なり

求職者が不利益を被るなどの不適切な事案の発生を抑制する効果が期待される。一方、求

人が虚偽の内容であることを証明することは困難であり、求人者への罰則適用は難しいと

の指摘がある128。求人者及び募集主による労働契約締結前の労働条件等の明示の徹底とあ

わせて、求人・募集情報の適正化のため、制度運用面での指導監督の強化も含めた総合的

な対策が求められる129。また、改正案により新たに募集情報等提供事業者が法規制の対象

となるが、現在、事業者が募集情報の適正化のために行っている取組には事業者間で開き

があるとされており130、業界全体での取組が期待される131。 

 

７．おわりに 

少子高齢化が進む中で、誰もが安心して活躍できる環境の整備を進めることが求められ

ている。改正案は、職業安定法の改正を含む多岐にわたる内容を含んでおり、充実した国

会審議が望まれる。 

 

（かどの ゆき） 

                                                                                  
127 求人者から職業紹介事業者への報告が虚偽であった場合の指導監督（厚生労働大臣による勧告等）の実効

性も重要となろう。 
128 労働契約締結までに雇用主と労働者の合意により労働条件が変更される可能性があり、求人時に提示され

た労働条件と実際の労働条件に相違があることのみをもって、罰則は適用されないため。虚偽の労働条件を

提示して労働者の募集を行う募集主に対しては現行制度でも罰則が設けられているが、厚生労働省はこれま

でに罰則が適用された例を把握していない（第 190 回国会参議院厚生労働委員会会議録第 15 号 12、13 頁（平

28.4.21））。また、平成 29 年１月現在、厚生労働省が募集主を告発した例はない。なお、厚生労働大臣は、

募集主が職業安定法等に違反した場合に改善命令を出すことができ、平成 26 年３月、全国で初めて、虚偽広

告により労働者の募集を行った事業主に対し改善命令が出された。この事例は、労働者派遣契約を締結して

いないにもかかわらず、これを締結したなどとして、約１年間で約 300 件の虚偽広告により労働者の募集を

行っていたものである。 
129 求職者等に対し労働契約締結前に労働条件を確認するよう促すことも重要となろう。 
130 募集情報等提供事業者が労働者から募集情報について信頼を得るために行っている取組として、募集主の

事業所に赴き掲載内容を確認する、採用後の定着・離職状況等について情報収集を行う等、主体的な取組を

進める事業者が多くある一方、誤り・誇大表現の募集主への事前確認や労働関係法令等違反の主体的チェッ

クを実施していない事業者もある。また、募集情報等提供事業者がこれらの取組等を行うに際して苦慮して

いる事項として、募集主等が掲載内容に関して回答しないことがあること、掲載依頼から掲載までの時間が

短く細かいチェックが難しいこと、顧客であるため募集主等に掲載内容を細かく聞きとることがためらわれ

ることが多く挙げられている。独立行政法人労働政策研究・研修機構「求人情報・求職情報関連事業の実態

－求人情報・求職情報関連事業に関する調査結果から－」（平成 28 年５月） 
131 なお、若者雇用促進法の施行に当たり、公益社団法人全国求人情報協会は、いわゆる「固定残業代」表記

の適正化や職場情報の提供について、募集主への働きかけを行っている。 


